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地域経済活性化補助金事業

もりやま広報支援補助金

万円の上
限５補助が受けられます！

補助率

2/3
原油価格や物価の高騰に
より落ち込んだ消費や
販路を回復させるため
の広報事業を支援！

チラシ作成

宣材写真撮影

PR動画制作

SNS広告

広告折込掲載 etc...

ポスティング

補助対象者 守山市内に事業所を有する小規模事業者および中小企業
または滋賀県内に事業所を有する守山商工会議所会員
である小規模事業者および中小企業等

補助対象期間 令和７年７月１４日（月）～令和７年１２月３１日（水）
申請期間 令和７年７月１４日（月）～令和７年１１月２８日（金）
採択決定 申請書提出後随時（７日～１４日程度）
募集件数 ３５～４０事業所程度（※先着順・予算上限に達し次第受付終了）
応募条件 ①原油価格や物価の高騰により落ち込んだ消費や販路を回復させるために、

本事業で登録された広報支援事業者と取り組む広報事業であること
②他の補助金と重複していない事業内容であること

採択方法 先着順で採択を行い、予算上限に達し次第受付終了とします。
注意事項 PC、タブレット端末、モニターなど汎用性の高い製品等の購入費については、

原則補助対象外経費となります。
消費税および地方消費税は補助対象外経費となります。

申請方法
①当所ホームページの広報支援事業者リスト（右QRコード）に掲載されている

広報支援事業者並びに広報ツールを選び、支援事業者と相談
※支援事業者は登録審査が済み次第随時追加掲載致します。

②当所ホームページより申請書類（様式１～４）をダウンロードし、書類作成
③申請書類一式をア～ウのいずれかの方法で提出
ア メール（koho@moriyama-cci.or.jp）宛に送付 イ 郵送（申請締切当日の消印有効）
ウ 当会議所窓口へ持参

守山商工会議所 検索
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